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←解 説  

  

✔公布部門： 中国国家工商行政管理総局、公安局 

✔施   行： 2010 年 1 月 4 日より 

✔注目すべきポイント： 

1. 登記証明書の有効期限は一律 1 年 

2. 代表者人数の上限は 4 人（首席代表を含める） 

3. 設立後 3 ヶ月以内に工商行政管理局による現場審査あり 

✔影   響： 中国の管理・監督が強化されるため、日本企業は駐在員事務所の
管理について、一層の注意が必要となります。 

テーマ 【滴水穿石】 

 今回は日本企業が中国に駐在員

事務所を設立する際の通知事項で

す。日本における管理体制と比較

すると、その管理の厳しさが分かり

ますね。とりわけ営業活動に従事し

ていないかどうかの確認は、厳格

になされます。 
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◆同通知の５つの主要内容 
（1）登記審査の強化 

新規設立又は名称変更の際、以下３つの書類が必要となります。①当該外国企業が本国において 2 年以上継続し

て営業している証明（商業謄本等）、②当該外国企業と取引がある金融機構が発行した資本信用の証明、③上述②の

証明に係る当該外国政府機構又は公証役場の公証および中国大使館の認証。    

（2）登記証明書の有効期限の統一   
駐在員事務所の登記証の有効期限は一律、1 年間になります。過去に発行された登録証明書のうち有効期限 1 年

以上のものについては、更新の際 1 年に切り替えさせられる方針です。 

（3）代表者人数の制限   

  駐在員事務所の代表者人数は 4 人（首席代表を含める）を超えてはなりません。現在 4 人以上の代表が存在する

駐在員事務所については、原則として、今後は代表人数を減少させる申請のみが受理されます（現状維持は認める

ものの追加の申請は不可という方針です）。 

（4）現場審査受けの義務化 

各地の工商行政管理局は、駐在員事務所の設立後 3 ヶ月以内に現場審査を行います。審査内容には、オフィスの実

態、活動内容、活動形式、人員等です。 

（5）日常管理・監督の徹底化  

工商行政管理局は公安局と情報共有、連携しながら、駐在員事務所に対する管理・監督を行っていきます。偽住所

での登記や、有料にて実施している各種活動、登記地と異なる地方での営業行為等の有無に対する監査と処罰を徹底

します。  

←ポイント 


